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議案第  ３７  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

平成２４年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正す

る法律が平成２４年３月３１日に公布されたこと等に伴い、平

成２４年度以後の市民税及び固定資産税の賦課について特に緊

急を要したため、同日付けで専決処分したので、その承認を求

めるためである。  



専  決  処  分  書  

 

 流山市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分する。  

  平成２４年３月３１日  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



流山市税条例の一部を改正する条例  

流山市税条例（昭和２６年流山市条例第８号）の一部を次のように改

正する。  

第３５条の２第１項ただし書中「、寡婦（寡夫）控除額」を削る。  

附則第５条の３第８項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第

８項各号」に改め、同条第９項中「附則第７条第１０項各号」を「附則

第７条第９項各号」に改め、同条を附則第５条の４とする。  

 附則第５条の２の次に次の１条を加える。  

（法附則第１５条第２項第６号の条例で定める割合）  

第５条の３  法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定

める割合は４分の３とする。  

 附則第６条の見出し中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平

成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同条第６号中「附則第１８

条第７項」を「附則第１８条第６項」に、「附則第１９条の４第５項」

を「附則第１９条の４第３項」に改める。  

附則第６条の２の見出しを「（平成２５年度又は平成２６年度におけ

る土地の価格の特例）」に改め、同条第１項中「平成２２年度分」を「平

成２５年度分」に、「平成２３年度分」を「平成２６年度分」に改め、

同条第２項中「平成２２年度適用土地」を「平成２５年度適用土地」に、

「平成２２年度類似適用土地」を「平成２５年度類似適用土地」に、「平

成２３年度分」を「平成２６年度分」に改める。  

附則第７条の前の見出し中「平成２１年度から平成２３年度まで」を

「 平 成 ２ ４ 年 度 から 平 成 ２ ６ 年 度 まで 」 に 改 め 、 同 条第 １ 項 中 「 平 成

２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度ま

で」に改め、同条第２項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に、

「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６

年度まで」に改め、「、住宅用地にあっては１０分の８、商業地等にあ

っては」を削り、同条第３項中「平成２１年度から平成２３年度まで」

を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同条第４項を削り、

同条第５項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度

から平成２６年度まで」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中

「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６

年度まで」に改め、同項を同条第５項とする。  



 附 則 第 ７ 条 の ２ 中 「 平 成 ２ １ 年 度 か ら 平 成 ２ ３ 年 度 ま で 」 を 「 平 成

２４年度から平成２６年度まで」に改める。  

附則第８条（見出しを含む。）中「平成２１年度から平成２３年度ま

で」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改める。  

附則第８条の３第１項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平

成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同条第２項を削り、同条第

３項中「第１項」を「前項」に、「平成２１年度から平成２３年度まで」

を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項を同条第２項と

し、同条第４項を削る。  

附則第１０条第１項中「第６項」を「第５項」に、「平成２１年度か

ら平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、

同条第２項中「平成２４年３月３１日」を「平成２７年３月３１日」に

改める。  

附則第１８条の次に次の１条を加える。  

第１８条の２  法附則第４１条第１５項各号に掲げる固定資産について

同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市

長に提出しなければならない。  

（１）当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第４１条第１５項に

規定する特定移行一般社団法人等（以下この条において「特定移行

一般社団法人等」という。）に該当することを明らかにする書類  

（２）次に掲げる事項を記載した書類  

ア  法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けようとする土地の

所在、地番、地目及び地積並びにその用途  

イ  法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けようとする家屋の

所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途  

ウ  法附則第４１条第１５項の規定の適用を受けようとする償却資

産の所在、種類及び数量並びにその用途  

（３）特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第２条第

１項の博物館（次号及び第５号において「博物館」という。）を設

置した年月日を記載した書類  

（４）特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は

博物館の用に供し始めた時期を記載した書類  

（５）当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博



物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、

第１号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定

移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類  

附則第１９条の次に次の１条を加える。  

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の

特例）  

第１９条の２  その有していた家屋でその居住の用に供していたものが

東日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地

震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）により滅

失（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（平成２３年法律第２９号。以下この項及び次条において「震災

特例法」という。）第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下

この項において同じ。）をしたことによってその居住の用に供するこ

とができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋

の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡

（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。）をした場

合には、附則第１２条第１項中「第３６条」とあるのは「第３６条（東

日 本 大 震 災 の 被 災 者 等 に 係 る 国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律

（平成２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）」と、「同法第３１条第１項」とあるのは「租税

特別措置法第３１条第１項」と、附則第１２条の２第３項中「第３７

条の９の５まで」とあるのは「第３７条の９の５まで（東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６

第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、附則第１２条の

３第１項中「租税特別措置法第３１条の３第１項」とあるのは「東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１

条の６第１項の規定により適用される租税特別措置法第３１条の３第

１項」と、附則第１３条第１項中「第３６条」とあるのは「第３６条

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第１１条の６第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、

「同法第３２条第１項」とあるのは「租税特別措置法第３２条第１項」

として、附則第１２条、附則第１２条の２、附則第１２条の３又は附

則第１３条の規定を適用する。  



２  前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第３５

条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提

出された第３５条の３第１項の確定申告書を含む。）に、前項の規定

の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。  

附則第２０条の見出し中「適用期限」を「適用期間等」に改め、同条

中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律（平成２３年法律第２９号）」を「震災特例法」に、「附則第４５条

第２項」を「附則第４５条第３項」に改め、同条に次の１項を加える。  

２  所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第

３項若しくは第４項又は第１３条の２第１項から第５項までの規定の

適用を受けた場合における附則第３条の３及び第３条の３の２の規定

の適用については、附則第３条の３第１項中「法附則第５条の４第６

項」とあるのは「法附則第４５条第４項の規定により読み替えて適用

される法附則第５条の４第６項」と、附則第３条の３の２第１項中「法

附則第５条の４の２第５項」とあるのは「法附則第４５条第４項の規

定により読み替えて適用される法附則第５条の４の２第５項」とする。 

   附  則  

（施行期日）  

第１条  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第

３５条の２第１項ただし書の改正規定及び次条第１項の規定は、平成

２６年１月１日から施行する。  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  改正後の流山市税条例（以下「新条例」という。）第３５条の

２第１項の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、平成２５年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。  

２  新条例附則第２０条の規定は、平成２４年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成２３年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。  

（固定資産税に関する経過措置）  



第３条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関

する部分は、平成２４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

平成２３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  

２  新条例附則第５条の３第１項の規定は、平成２４年４月１日以後に

取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正

する法律（平成２４年法律第１７号。次項において「平成２４年改正

法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（次項において

「新法」という。）附則第１５条第２項第６号に規定する除害施設に

対して課すべき平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。  

３  この条例による改正前の流山市税条例（以下この項において「旧条

例」という。）附則第７条第２項（住宅用地に係る部分に限る。）及

び第４項並びに第８条の３第２項及び第４項の規定は、平成２４年改

正法附則第９条第１項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成

２４年度分及び平成２５年度分の固定資産税については、なおその効

力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

旧条例附則第７

条第２項  

前項  附則第７条第１項  

平成２１年度か

ら平成２３年度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

１０分の８  １０分の９  

旧条例附則第７

条第４項  

０．８  ０．９  

平成２１年度か

ら平成２３年度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

第１項  附則第７条第１項  

旧条例附則第８

条の３第２項  

前項  附則第８条の３第１項  

平成２１年度か

ら平成２３年度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

 



 １０分の８  １０分の９  

旧条例附則第８

条の３第４項  

０．８  ０．９  

平成２１年度か

ら平成２３年度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

第１項  附則第８条の３第１項  

 



議案第  ３８  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

平成２４年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正す

る法律が平成２４年３月３１日に公布されたことに伴い、平成

２４年度以後の都市計画税の賦課について特に緊急を要したた

め、同日付けで専決処分したので、その承認を求めるためであ

る。  



専  決  処  分  書  

 

 流山市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分する。  

  平成２４年３月３１日  

                 流山市長   井  崎  義  治  



流山市都市計画税条例の一部を改正する条例  

流山市都市計画税条例（昭和３２年流山市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

附則第２項の前の見出し及び同項中「平成２１年度から平成２３年度

まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改める。  

附 則 第 ３ 項 中 「 住 宅 用 地 又 は 商 業 地 等 」 を 「 商 業 地 等 」 に 、 「 平 成

２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度ま

で」に改め、「、住宅用地にあっては１０分の８、商業地等にあっては」

を削る。  

附則第４項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年

度から平成２６年度まで」に改める。  

附則第５項を削る。  

附則第６項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年

度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第５項とする。  

附則第７項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年

度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第６項とする。  

 附則第８項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年

度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第７項とする。  

附則第９項（見出しを含む。）中「平成２１年度から平成２３年度ま

で」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第８

項とする。  

附則第１０項を附則第９項とする。  

附則第１１項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４

年度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第１０項とする。  

附則第１２項を削る。  

附則第１３項中「第１１項」を「前項」に、「平成２１年度から平成

２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項

を附則第１１項とする。  

附則中第１４項を削り、第１５項を第１２項とする。  

附則第１６項中「、第５項及び第６項」を「及び第５項」に、「附則

第２５条第７項」を「附則第２５条第６項」に、「附則第１８条第７項」

を「附則第１８条第６項」に改め、「、附則第３項及び第５項の「住宅

用地」とは法附則第１７条第３号に」を削り、「、第６項及び第７項」



を「、第５項及び第６項」に、「から第７項まで、第９項及び第１４項」

を「、第６項及び第８項」に、「附則第９項」を「附則第８項」に、「附

則第１０項から第１４項まで」を「附則第９項から第１１項まで」に、

「附則第１１項」を「附則第１０項」に、「附則第２７条の２第５項」

を「附則第２７条の２第３項」に改め、同項を附則第１３項とする。  

附則第１７項中「、第６項、第１６項、第２２項から第３０項まで、

第 ３ ２ 項 、 第 ３ ３項 若 し く は 第 ３ ５項 」 を 「 、 第 ５ 項、 第 １ ４ 項 、 第  

１ ８ 項 か ら 第 ２ ６項 ま で 、 第 ２ ８ 項、 第 ３ ０ 項 、 第 ３２ 項 若 し く は 第

３６項」に改め、同項を附則第１４項とする。  

附則第１８項を附則第１５項とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市都市計画税条例（附則第４項におい

て「新条例」という。）の規定は、平成２４年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、平成２３年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。  

３  この条例による改正前の流山市都市計画税条例（以下この項におい

て「旧条例」という。）附則第３項（住宅用地に係る部分に限る。）、

第５項、第１２項及び第１４項の規定は、地方税法及び国有資産等所

在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号。

次項において「平成２４年改正法」という。）附則第９条第１項の規

定の適用を受ける土地に対して課する平成２４年度分及び平成２５年

度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

旧 条 例 附 則 第 ３

項  

前項  附則第２項  

平 成 ２ １ 年 度 か

ら 平 成 ２ ３ 年 度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

１０分の８  １０分の９  



 

４  平成２４年改正法附則第９条第１項及び前項の場合における新条例

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

附則第１３項  及び第５項  及び第５項並びに流山市都市計

画税条例の一部を改正する条例

（平成２４年流山市条例第１８

号。以下「平成２４年改正条例」

という。）附則第３項の規定に

よりなおその効力を有するもの

として読み替えて適用される平

成２４年改正条例による改正前

の流山市都市計画税条例（以下

「平成２４年改正前の条例」と

いう。）附則第５項  

附 則 第 ２ ５ 条 第

６項において読  

附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８ 

旧 条 例 附 則 第 ５

項  

０．８  ０．９  

平 成 ２ １ 年 度 か

ら 平 成 ２ ３ 年 度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

第２項  附則第２項  

旧条例附則第１２

項  

前項  附則第９項  

平 成 ２ １ 年 度 か

ら 平 成 ２ ３ 年 度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

１０分の８  １０分の９  

旧条例附則第１４

項  

０．８  ０．９  

平 成 ２ １ 年 度 か

ら 平 成 ２ ３ 年 度

までの各年度分  

平成２４年度分及び平成２５年

度分  

第１１項  附則第１０項  



 

 み 替 え て 準 用 さ

れる法附則第１８

条第６項に  

条第６項に、平成２４年改正条

例附則第３項の規定によりなお

その効力を有するものとして読

み替えて適用される平成２４年

改正前の条例附則第３項及び第

５項の「住宅用地」とは法附則

第１７条第３号に  

 及び第８項  及び第８項並びに平成２４年改

正条例附則第３項の規定により

なおその効力を有するものとし

て読み替えて適用される平成２

４年改正前の条例附則第５項及

び第１４項  

 か ら 第 １ １ 項 ま

で  

か ら 第 １ １ 項 ま で 並 び に 平 成

２４年改正条例附則第３項の規

定によりなおその効力を有する

ものとして読み替えて適用され

る平成２４年改正前の条例附則

第１２項及び第１４項  

 



議案第  ３９  号  

 

 

財産の取得について  

市は、次の財産を取得する。  

平成２４年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  取 得 す る 財 産  無線装置  ７８台  

２  取 得 目 的  消防救急デジタル無線装置  

３  取 得 金 額  ８１，９００，０００円  

４  取 得 の 相 手 方  千葉県八千代市勝田台南２丁目１０番４４号  

           三峰無線株式会社  東関東支店  

           支店長  中島  正巳  

５  契 約 方 法  指名競争入札  



参考資料  

消防救急デジタル無線装置概要  

 

１  形   状   無線装置  

２  無線装置の種類及び台数  

（１）携帯型無線装置  １９台  

（２）車載型無線装置（２波複信型）  ２４台  

（３）卓上型無線装置  １台  

（４）可搬型無線装置  ６台  

（５）消防団車載型無線装置（２波単信型）  ２５台  

（６）署所端末用受令機  ３台  

３  主な性能  

（１）携帯型無線装置  

 ア  周囲温湿度条件  －１０～５０度、９５パーセント（３５度） 

 イ  連続使用時間  送信：１、受信：１、待受：１８の比率で８

時間以上  

 ウ  実装チャンネル数  発注者の指示するチャンネル数  

（２）車載型無線装置  

 ア  周囲温湿度条件  －１０～５０度、９５パーセント（３５度） 

 イ  電源電圧範囲  ＋ １ ３ ． ８ ボ ル ト ±１ ０ パ ー セ ン ト 又 は

＋２６．４ボルト±１０パーセント  

  ウ  寸法（単位  ミリメートル）  

（ア）一体型  １７９（幅）以内×２４８（奥行）以内×７０（高） 

      以内  

  （イ）分離型  制御部  １７９（幅）以内×２３７（奥行）以内

×６５（高）以内  

         操作部  １７９（幅）以内×５４（奥行）以内×

７０（高）以内  

※  突起物は除くものとする。  

  エ  実装チャンネル容量  発注者の指示するチャンネル数  

（３）卓上型無線装置  

 ア  周囲温湿度条件  －１０～５０度、９５パーセント（３５度） 

 イ  電源電圧範囲  交流１００ボルト  



 ウ  実装チャンネル容量  発注者の指示するチャンネル数  

（４）可搬型無線装置  

 ア  周囲温湿度条件  －１０～５０度、９５パーセント（３５度） 

 イ  連続使用時間  送信：１、受信：３の繰返しで２時間以上  

 ウ  実装チャンネル容量  発注者の指示するチャンネル数  

（５）消防団車載型無線装置  

 ア  周囲温湿度条件  －１０～５０度、９５パーセント（３５度） 

 イ  電源電圧範囲  ＋ １ ３ ． ８ ボ ル ト ±１ ０ パ ー セ ン ト 又 は 

＋２６．４ボルト±１０パーセント  

 ウ  寸法（単位  ミリメートル）  

（ア）一体型  １７９（幅）以内×２４８（奥行）以内×７０

（高）以内  

（イ）分離型  制御部  １７９（幅）以内×２３７（奥行）以

内×６５（高）以内  

操作部  １７９（幅）以内×５４（奥行）以内

×７０（高）以内  

※  突起物は除くものとする。  

  エ  実装チャンネル容量  発注者の指示するチャンネル数  

（６）署所端末用受令機  

 ア  周囲温湿度条件  －１０～５０度、９５パーセント（３５度）  

 イ  電源電圧範囲  交流１００ボルト±１０パーセント  

 ウ  実装チャンネル容量  発注者の指示するチャンネル数  

 

４  履行期間  

議会の議決の日の翌日から平成２５年１月３１日まで  



会   社  名

自己資本の額

代  表  者

合 　　計

千円

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金
額

納入年月日

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

藤沢市

東京消防庁

過去２か年の
年間平均販売
実績高

　代表取締役　中島　芳明

官 　公 　庁

３，０４９，２００円

消防専用超短波無線電話装置（１０Ｗ可搬型）

無線機（携帯無線機・４００ＭＨｚ帯用）外２点

松戸市

所  在  地

１，１６３，９４４

業　者　経　歴　表

平成２４年１月１３日

７７９，１００円

平成２３年７月３１日

　東京都千代田区東神田一丁目１６番７号

主な取扱商品

過去２か年の

主な販売実績

消防署活動用携帯無線電話装置（１Ｗ）型式ＵＭ１１３８ＪＴ

　三峰無線株式会社

３０，０００千円

本　　　　　社

営　　業　　所

　消防用指令装置、業務用無線機、交換機、通信機器

５０９，３５０

千円

　千葉県八千代市勝田台南２丁目１０番４４号

民　　 間

６５４，５９４

千円

消防無線機

常総地方広域市町村圏事務組合

１，８６３，７５０円

平成２２年１０月３日

１３，１０４，０００円

平成２２年１０月２９日



議案第  ４０  号  
 
 

財産の取得について  
市は、次の財産を取得する。  

平成２４年６月７日提出  
流山市長   井  崎  義  治  

 
 
１  取得する財産   特種用途自動車  １台  
２  取 得 目 的  消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ型）  
３  取 得 金 額  ４４ ,１００ ,０００円  
４  取 得 の 相 手 方  東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号  
           株式会社野口ポンプ製作所  
           代表取締役  野口  和秀  
５  契 約 方 法  指名競争入札  



参考資料  

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）概要  

 
１  形   状   消防車（３トン級シャーシーダブルキャブ）  

２  規   格   全長５ .７メートル以下  

全幅１ .９メートル以下  

        全高２ .７メートル以下  

オートマチックトランスミッション  

４輪駆動  

３  乗車定員   ５人  

４  主な車両装備品  

（１）赤色警光灯及び各種照明装置等の電装品  

（２）電動式梯子昇降装置  

（３）サイドプル式自動吸管巻取り装置  

５  主な資機材  

（１）呼吸保護用器具（空気呼吸器、予備ボンベ）  

（２）ホース延長用器具（電動アシスト付加納式ホースカー）  

（３）救助器具（油圧救助器具、エンジンカッター、チェーンソー）  

（４）照明器具（発電機、投光器、三脚、コードリール等）  

６  履行期間  

議会の議決の日の翌日から１８０日間  



会   社  名

自己資本の額

代  表  者

合 　　計

千円

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納 入 年 月 日

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納 入 年 月 日

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納 入 年 月 日

・ 物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納 入 年 月 日 平成２２年１０月２９日

平成２４年３月３０日

４９，７０７，０００円

平成２３年２月２８日

７９，９２７，３８０円

所  在  地

４１２，８２９

過去２か年の

主な販売実績

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅱ型）

船橋市

７４，２９８，０００円

　東京都墨田区菊川一丁目１３番１４号

　　株式会社野口ポンプ製作所

　　       １０，０００ 千円

本　　　　　社

営　　業　　所

　消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、

平成２３年３月１１日

　救助工作車、小型動力ポンプ付積載車、高圧空気充填車、その他各消

３９２，２００

海老名市

３６，２２５，０００円

化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型）

水槽付消防ポンプ自動車（４トン級）

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）

業　者　経　歴　表

主な取扱商品

千円

　千葉県千葉市中央区椿森３丁目６番６号

民　　 間

鎌ヶ谷市

川崎市

過去２か年の
年間平均販売
実績高

　防関係車両

　代表取締役　野口　和秀

官 　公 　庁

２０，６２９

千円





議案第  ４１  号  

 

 

流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  
 流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定する。  
平成２４年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提案理由  東部公民館に多目的室を設置し、利用料金を定めるほか、条

文の整備を行うためである。  
 



   流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例  
 流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例（昭和４４

年流山市条例第２４号）の一部を次のように改正する。  
 第１９条に次の１項を加える。  
２  利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める。  

別表のうち２  施設使用料・利用料金（公民館）の表東部公民館の項

に次のように加える。  

多目的室  ６００  ６００  ６００  ６００  

附  則  
この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。ただし、第１９条

に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。  



議案第  ４３  号  

 

 

   流山市景観条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市景観条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２４年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  景観計画重点区域に流山本町区域及び利根運河区域を追加す

るとともに、届出を要する行為について流山市開発事業の許可

基準等に関する条例との整合を図るためである。  



   流山市景観条例の一部を改正する条例  

流山市景観条例（平成１９年流山市条例第４８号）の一部を次のよう

に改正する。  

第８条中「新川耕地区域」を「新川耕地区域及び利根運河区域（市街

化調整区域に限る。）」に改める。  

 別表第１に次の２項を加える  

３  流山本町区域  

４  利根運河区域  

別表第２のうち１  景観計画区域（景観計画重点区域を除く。）の表

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更の項規模の欄に次の１号を加える。  

（３）前２号に定めるもののほか、流山市開発事業の許可基準等に関す

る条例（平成２２年流山市条例第１４号。以下「開発条例」という。）

第２条第１項第１１号の事前協議対象事業に該当するもの  

別表第２のうち１  景観計画区域（景観計画重点区域を除く。）の表

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更の項規模の欄に次の１号を加える。  

（８）前各号に定めるもののほか、開発条例第２条第１項第１１号の事

前協議対象事業に該当するもの  

 別表第２のうち１  景観計画区域（景観計画重点区域を除く。）の表

開発行為の項規模の欄中「５００平方メートル｣を ｢３００平方メートル｣

に改め、同表屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の 堆
た い

 別表第２のうち２  景観計画重点区域（１）つくばエクスプレス沿線

整備区域の表中「つくばエクスプレス沿線整備区域」を「つくばエクス

プレス沿線整備区域、流山本町区域及び利根運河区域（市街化区域に限

る。）」に改め、同表建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を

変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の項規模の欄に

次の１号を加える。  

積の項規模の欄中「５００平方メートル未満で、かつ、道路」を「３０

０平方メートル未満のもの又は道路」に改める。  

（３）前２号に定めるもののほか、開発条例第２条第１項第１１号の事

前協議対象事業に該当するもの  

 別表第２のうち２  景観計画重点区域（１）つくばエクスプレス沿線



整備区域の表工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更する

こととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の項規模の欄に次の１号

を加える。  

（１２）前各号に定めるもののほか、開発条例第２条第１項第１１号の

事前協議対象事業に該当するもの  

 別表第２のうち２  景観計画重点区域（１）つくばエクスプレス沿線

整備区域の表開発行為の項規模の欄中｢５００平方メートル」を「３００

平方メートル」に改め、同表屋外における土石、廃棄物、再生資源その

他の物件の 堆
た い

 別表第２のうち２  景観計画重点区域（２）新川耕地区域の表中「新

川耕地区域」を「新川耕地区域及び利根運河区域（市街化調整区域に限

る。）」に改め、同表工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を

変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の項規模の欄に

次の１号を加える。  

積の項規模の欄中「５００平方メートル未満で、かつ、道

路」を「３００平方メートルのもの又は道路」に改める。  

（１２）前各号に定めるもののほか、開発条例第２条第１項第１１号の

事前協議対象事業に該当するもの  

 別表第２のうち２  景観計画重点区域（２）新川耕地区域の表屋外に

お け る 土 石 、 廃 棄 物 、 再 生 資 源 そ の 他 の 物 件 の 堆
た い

附  則  

積 の 項 規 模 の 欄 中

「５００平方メートル未満で、かつ、道路」を「３００平方メートル未

満のもの又は道路」に改める。  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市景観条例別表の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に着工する行為（施行日前

にこの条例による改正前の流山市景観条例（以下「改正前の条例」と

いう。）の規定に基づき事前協議書を提出したものを除く。）につい

て適用し、施行日前に着工する行為及び施行日以後に着工する行為（施

行日前に改正前の条例の規定に基づき事前協議書を提出したものに限

る。）については、なお従前の例による。  



議案第  ４４  号  

 

 

   流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について  

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成２４年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  江戸川台東２丁目地区地区整備計画区域について、建築基準

法第６８条の２第１項の規定により、建築物の用途等に関して

制限を行うためである。  



流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例  

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６

年流山市条例第３７号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１に次のように加える。  

江戸川台東２丁目

地区地区整備計画

区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告

示された江戸川台東２丁目地区地区計画の

区域のうち、地区整備計画が定められてい

る区域  

 別表第２野々下はやぶさの森地区地区整備計画区域の項中「長屋及び

共同住宅で３戸以上のもの」を「共同住宅及び長屋で、３戸以上のもの」

に改め、同表宮園地区地区整備計画区域の項中「、住戸」を「住戸」に

改め、同項の次に次のように加える。  

江戸川台東２丁

目地区地区整備

計画区域  

 （１）共同住宅で住戸の床

面積が７５平方メート

ル未満のもの  

（２）長屋で３戸以上のも

の。ただし、各戸の床

面積が７５平方メート

ル以上の場合は、この

限りでない。  

（３）寄宿舎又は下宿  

別表第４に次のように加える。  

江戸川台東２丁目

地区地区整備計画

区域  

 １ ６ ５ 平 方 メ ー ト ル

（土地を１６５平方メ

ートル以上ごとに分割

して生じた残りの土地

については、１３５平

方メートル）  

   附  則  

この条例は、平成２４年７月１日から施行する。  

 



議案第  ４５  号  

 

 

流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  平成２４年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  節水型社会への移行を考慮して、基本料金水量を見直すとと

もに、閉開栓手数料を廃止するほか、所要の改正を行うためで

ある。  



流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 流山市水道事業給水条例（平成１０年流山市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。  

 第２４条第１項中「属する月分の」を「属する月の前月分の」に、「属

する月分及びその前月分」を「属する月の前２月分」に改める。  

 第３０条を次のように改める。  

第３０条  削除  

 別表第１中「使用水量１０立法メートルまで」を「使用水量５立方メ

ートルまで」に、「１，０８１．５０円」を「１，００８．００円」に、

「１，４７０．００円」を「１，３９６．５０円」に、「１，７９５．５０

円」を「１，７２２．００円」に、  

「  

使用水量１０立方メートルを超え２０立方メートルまでの１立方

メートルについて  

１４７ .００円  

使用水量２０立方メートルを超え５０立方メートルまでの１立方

メートルについて  

２１０ .００円  

使用水量５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの１立

方メートルについて  

３２５ .５０円  

使用水量１００立方メートルを超える１立方メートルについて  

４２０ .００円  

                               」

を  

「  

使用水量５立方メートルを超え１０立方メートルまでの１立方

メートルについて  

１４ .７０円  

使用水量１０立方メートルを超え２０立方メートルまでの１立

方メートルについて  

１４７ .００円  

 



使用水量２０立方メートルを超え５０立方メートルまでの１立

方メートルについて  

２１０ .００円  

使用水量５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの１

立方メートルについて  

３２５ .５０円  

使用水量１００立方メートルを超える１立方メートルについて  

４２０ .００円  

                               」  

に改める。  

 別表第２中開栓手数料（新設を除く。）の項及び閉栓手数料の項を削

る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２４年９月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市水道事業給水条例（以下「改正後の

条例」という。）別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）の属する月以後の月分の料金について適用し、同月

前の月分の料金については、なお従前の例による。  

３  料金の算定の対象とする月（以下「料金算定対象月」という。）が

平成２４年８月及び同年９月の２月分であるときは、改正後の条例第

２４条第１項中「いずれか一方の月」とあるのは「平成２４年９月」

とする。  

４  料金算定対象月が平成２４年８月及び同年９月の２月分である場合

（水道の使用を同年９月末までにやめた場合に限る。）における各月

の基本料金（給水管の口径が２５ミリメートルまでの場合に限る。）

は、改正後の条例第２５条第１項第１号イの規定にかかわらず、同号

アの規定を適用して算定する。この場合において、同号ア中「使用日

数」とあるのは「使用日数（料金算定対象月の各月分として当該各月

に含まれる使用日数をいう。以下同じ。）」と、「使用水量」とある

のは「各月の使用水量（料金算定対象月の分として点検

し た 使 用 水 量 を 各 月 の 使 用 日 数 に よ り 按 分 し て 算 出 し た 水 量 （ 平 成



２４年８月分の水量に１立方メートル未満の端数が生じたときは、当

該端数を切り捨てた水量を同月分の水量とし、当該端数と同量の水量

を同年９月分の水量に加えた水量を同月分の水量とする。）」と読み

替えるものとする。  



議案第  ４６  号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  平成２４年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



整理 起　　　　　　点 重要な
番号 終　　　　　　点 経過地

東深井字木戸前１１１０番１６
同　　　　　所１１１２番３４
西初石３丁目３４９番６
同　　　　所同　　番２０
西初石４丁目１４２８番２５
同　　　　所同　　　番１７
東初石２丁目９１番１７
同　　　　所同　番２８
東初石２丁目９１番３８
同　　　　所同　番３６
西初石３丁目９６番４２
東初石３丁目１０３番１８
三輪野山三丁目１０番２９
同　　　　　所同　番２３
野々下５丁目１１２番１４
同　　　　所同　　番７
名都借字中内１０４８番５
名都借字宮ノ脇１１９４番１
名都借字川中ゴ２０３番１
名都借字あんこう作１１２７番
名都借字東前２１７番
名都借字五枚畑１１２０番２

３１０２０東初石３丁目区画２０号線６

三輪野山区画１１６号線

２ ２６０２１西初石３丁目区画２１号線

路線番号 路　　　線　　　名

１ ０３２６４東深井区画２６４号線

３ ２７０４４西初石４丁目区画４４号線

４ ３００５７東初石１・２丁目区画５７号線

６２０４８野々下５丁目区画４８号線８

５

３９１１６

３００５８東初石１・２丁目区画５８号線

７

７１０９２名都借区画９２号線

７１０９４名都借区画９４号線１１

９

７１０９３名都借区画９３号線１０





















議案第  ４７  号  

 

 

   市道路線の廃止について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

別紙市道路線を廃止するものとする。  

  平成２４年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 



整　理 起　　　　　点 重要な
番　号 終　　　　　点 経過地

名都借字五枚畑１１２１番
名都借字あんこう作１１２７番
名都借字東前２１７番
名都借字五枚畑１１２１番

１

路線番号

７１００９ 名都借区画９号線

路　　線　　名

２ ７１０１２ 名都借区画１２号線





報告第  ５  号  
 
 
   継続費繰越計算書について  
 平成２３年度流山市一般会計継続費繰越計算書について、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、別

紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    
 



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

8 土木費 3 河川費

大堀川防災
調節池河川
環境用水整
備事業

300,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 66,875,000 50,125,000

08 土木費 03 河川費
大堀川防災
調整池修景
整備事業

286,000,000 155,000,000 155,000,000 155,000,000 155,000,000 86,962,000 68,038,000

08 土木費 4
都市計
画費

運河駅施設
整備事業

1,881,274,000 266,357,000 266,357,000 153,718,000 112,639,000 112,639,000 19,400,000 93,239,000

2,467,274,000 538,357,000 538,357,000 153,718,000 384,639,000 384,639,000 153,837,000 118,163,000 19,400,000 93,239,000

予算計上額 繰 越 金

特 定 財 源

計
残 額

左 の 財 源 内 訳

合　　　計

平成２３年度流山市一般会計継続費繰越計算書

款 項

平 成 ２ ３ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び
支 出 見 込 額

継 続 費
の 総 額

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

国庫支出金国庫支出金

国庫支出金

基金繰入金



報告第  ６  号  
 
 
   繰越明許費繰越計算書について  
 平成２３年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

3 民生費 2
児童福
祉費

私立保育所整備補助事業 335,532,000 335,532,000 295,448,000 40,084,000

03 民生費 02
児童福
祉費

子ども手当支給事業 1,575,000 1,575,000 1,575,000

8 土木費 3 河川費 上富士川上流排水整備事業 2,970,000 1,111,374 1,111,374

08 土木費 03 河川費 三輪野山地区総合治水対策事業 7,000,000 7,000,000 7,000,000

08 土木費 4
都市計
画費

都市計画道路の見直し事業 3,129,000 3,129,000 3,129,000

08 土木費 04
都市計
画費

つくばエクスプレス沿線地域の用途
地域等の図書作成事業

5,198,000 5,197,500 5,197,500

08 土木費 04
都市計
画費

景観形成推進事業 4,060,000 4,059,300 4,059,300

08 土木費 04
都市計
画費

運河駅東口周辺市街地整備事業 176,256,000 176,256,000 38,841,000 75,100,000 62,315,000

08 土木費 04
都市計
画費

運動公園周辺地区一体型特定土地区
画整理国費対象市負担事業

136,500,000 120,041,309 107,900,000 12,141,309

08 土木費 04
都市計
画費

運動公園周辺地区一体型特定土地区
画整理単独費負担事業

10,773,000 9,846,905 9,846,905

款
未 収 入 特 定 財 源

事 業 名項 金 額

平成２３年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

翌 年 度
繰 越 額

市債市債

国庫支出金

市債市債

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

市債



08 土木費 04
都市計
画費

木地区一体型特定土地区画整理国費
対象市負担事業

55,250,000 27,325,000 24,500,000 2,825,000

08 土木費 04
都市計
画費

木地区一体型特定土地区画整理単独
費負担事業

50,000 50,000 50,000

9 消防費 1 消防費
消防救急無線デジタル化県域共同整
備事業

93,475,000 93,475,000 20,225,000 73,200,000 50,000

09 消防費 01 消防費
全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ
ＲＴ）整備事業

2,827,000 2,827,000 1,000,000 1,800,000 27,000

09 消防費 01 消防費
防災行政デジタル無線（ＭＣＡ無
線）整備事業

22,982,000 22,982,000 7,660,000 15,300,000 22,000

10 教育費 5
社会教
育費

生涯学習センター景観整備事業 6,195,000 6,195,000 6,195,000

863,772,000 816,602,388 364,749,000 297,800,000 154,053,388合　　　計

市債市債

市債市債

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

市債市債

市債市債

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

市債

市債



報告第  ７  号  
 
 
   事故繰越し繰越計算書について  
 平成２３年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定におい

て準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

2 総務費 1
総務管
理費

流山セントラルパー
ク駅前市有地活用事
業

5,775,000 1,730,000 4,045,000 4,045,000 4,045,000

流山セントラルパーク駅前の活
用に係る優先交渉権者が設置を予
定している幼稚園及び小学校の設
置について、千葉県知事の認可に
相当な期間が見込まれることか
ら、事故繰越しするもの

8 土木費 2
道路橋
りょう
費

道路維持補修事業 229,996,725 225,408,225 4,588,500 4,588,500 4,588,500

松ケ丘４丁目の区画道路補修(側
溝に蓋を掛ける工事）において、
蓋掛け前に側溝清掃を実施して欲
しい旨の地元からの要望に応える
こととしたが、放射能の影響によ
り側溝汚泥の処分が困難であり、
この汚泥の仮置場の確保に時間を
要したことにより側溝清掃の実施
時期が大幅に遅れ、工事着手が遅
くなり年度内の完成が見込めなく
なったことから、事故繰越しする
もの

08 土木費 4
都市計
画費

運河駅東口周辺市街
地整備事業

95,063,999 65,092,900 29,971,099 29,971,099 29,971,099

運河駅東口歩行者専用道路整備
に当たり、土地売買契約後の売主
との調整に不測の時間を要し、測
量業務等の年度内の完了が困難と
なったことから、事故繰越しする
もの

11
災害復旧
費

2

厚生労
働施設
災害復
旧費

民生施設災害復旧事
業

57,569,000 1,490,600 56,078,400 56,078,400 56,078,400

野々下福祉会館の擁壁改修工事
において、東日本大震災による液
状化現象の影響を受けた各被災地
における建築物復旧のための杭打
工事の需要増により本工事につい
て機材の調達が困難となったこと
及び２回の降雪の影響により、年
度内の完成が見込めなくなったこ
とから、事故繰越しするもの

388,404,724 293,721,725 94,682,999 94,682,999 94,682,999

翌 年 度
繰 越 額

項
支出負担行
為予定額 一 般 財 源

事 業 名
支 出 負 担
行 為 額

合　　　計

平成２３年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書

説 明未 収 入 特 定 財 源
既 収 入
特 定 財 源

左 の 内 訳

款

左 の 財 源 内 訳

支 出 済 額 支出未済額



報告第  ８  号  
 
 
   繰越明許費繰越計算書について  
 平成２３年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰越明

許費繰越計算書について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

土地区画整理事業（測量等業務委託） 6,800,000 6,800,000 1,500,000 5,300,000

土地区画整理事業（道路築造工事及び盛土
造成工事）

137,700,000 137,700,000 59,093,000 30,407,000 48,200,000

土地区画整理事業（施行者負担金） 62,899,000 62,899,000 6,199,000 56,700,000

土地区画整理事業（家屋移転補償） 32,355,000 32,354,200 3,054,200 29,300,000

239,754,000 239,753,200 69,846,200 30,407,000 139,500,000

平成２３年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

合　　　計

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源

2
土地区
画整理
事業費

1
土地区
画整理
事業費

市債

市債

市債

市債

市債

市債

国庫支出金



報告第  ９  号  
 
 
   事故繰越し繰越計算書について  
 平成２３年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計事故繰

越し繰越計算書について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５０条第３項の規定において準用する同令第１４６条第２項の規定

により、別紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

2
土地区
画整理
事業費

1
土地区
画整理
事業費

土地区画整理事業
（盛土造成工事）

27,659,100 10,000,000 17,659,100 17,659,100 59,100 17,600,000

仮設道路を確保しながら施行する本工
事において、仮設道路を再度切廻しする
際の工事箇所に隣接する住宅地の住民と
の協議に不測の時間を要し、年度内完成
が見込めなくなったことから、事故繰越
しするもの

27,659,100 10,000,000 17,659,100 17,659,100 59,100 17,600,000合　　　計

説 明
一 般 財 源

平成２３年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事 業 名
支 出 負 担
行 為 額 支 出 済 額 支出未済額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

左 の 内 訳

翌 年 度
繰 越 額

支出負担
行為予定
額

左 の 財 源 内 訳

市債市債



報告第  １０  号  
 
 
   継続費繰越計算書について  
 平成２３年度流山市公共下水道特別会計継続費繰越計算書について、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定

により、別紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

2
公共下
水道事
業費

1
公共下
水道事
業費

野々下１号
雨水幹線整
備事業

248,000,000 187,400,000 187,400,000 60,000,000 127,400,000 127,400,000 22,600,000 52,400,000 52,400,000

248,000,000 187,400,000 187,400,000 60,000,000 127,400,000 127,400,000 22,600,000 52,400,000 52,400,000

予算計上額 繰 越 金

特 定 財 源

計
残 額

左 の 財 源 内 訳

合　　　計

平成２３年度流山市公共下水道特別会計継続費繰越計算書

款 項

平 成 ２ ３ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び
支 出 見 込 額

継 続 費
の 総 額

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

国庫支出金国庫支出金



報告第  １１  号  
 
 
   繰越明許費繰越計算書について  
 平成２３年度流山市公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により、別紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

1 総務費 1
総務管
理費

汚水管渠補修事業 14,000,000 14,000,000 14,000,000

2
公共下水
道事業費

1
公共下
水道事
業費

江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業 177,135,000 144,135,000 52,135,000 61,500,000 30,500,000

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

手賀沼流域関連公共下水道整備事業 46,600,000 46,600,000 18,600,000 14,000,000 14,000,000

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

地区内汚水整備事業 40,503,000 25,000,000 25,000,000

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

西平井・鰭ヶ崎地区汚水整備事業 9,832,000 9,832,000 9,832,000

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

地区内雨水整備事業 22,500,000 22,500,000 22,500,000

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

新東谷調整池整備事業 70,330,000 39,689,380 39,689,380

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

野々下１号雨水幹線整備事業 42,797,000 36,818,324 36,818,324

02
公共下水
道事業費

01
公共下
水道事
業費

向小金雨水幹線整備事業 31,352,000 28,807,850 28,807,850

101,832,000

92,000,000

9,832,000

190,050,554

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源

平成２３年度流山市公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額

75,500,000合　　　計　　 455,049,000 367,382,554

市債

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金

市債

市債

施行者負担金

施行者負担金

市債

国庫支出金

国庫支出金

市債



報告第  １２  号  
 
 
   事故繰越し繰越計算書について  
 平成２３年度流山市公共下水道特別会計事故繰越し繰越計算書につい

て、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の

規定において準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとお

り報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

江戸川左岸流域関
連公共下水道整備
事業

66,097,500 25,400,000 40,697,500 40,697,500 8,697,500 16,000,000 16,000,000

既設の上水道管及びガス管の位置が台
帳と相違があったため移設協議に不測の
時間を要したこと並びに使用材料の一部
が特殊品のため納品に時間を要したこと
から、年度内完了が見込めなくなったた
め、事故繰越しするもの

地区内雨水整備事
業

29,694,000 26,334,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

都市計画道路３・４・９号線道路整備
事業施工箇所に近接した場所での工事で
あり、工程を調整しながら施工していた
が、降雨、降雪等の影響により工事の進
捗が遅れ年度内完了が困難となったこと
から、事故繰越しするもの

95,791,500 51,734,000 44,057,500 44,057,500 12,057,500 16,000,000 16,000,000

2

翌 年 度
繰 越 額

1

説 明

合　　　計

左 の 財 源 内 訳

公共下
水道事
業費

公共下
水道事
業費

支 出 済 額 支出未済額
既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

左 の 内 訳

平成２３年度流山市公共下水道特別会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事 業 名
支 出 負 担
行 為 額 一 般 財 源

支出負担
行為予定
額

市債国庫支出金 市債国庫支出金



報告第  １３  号  
 
 
   繰越計算書について  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、平成２３年度流山市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画

について水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告する。 
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治  



地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債 工 事 負 担 金

円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的
支出

1 建設改
良費

松ケ丘４丁目配水管改良工事

25,410,000 25,410,000 25,410,000

　先行した公共下水道工事が
遅延したことにより、本工事
の年度内完成が困難となっ
た。

東深井配水管改良工事

41,580,000 41,580,000 41,580,000

　国土交通省と河川占用許可
申請の協議を進めていたが、
協議に不測の日数を要したた
め、年度内完成が困難となっ
た。

3 新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２３－３工区）

94,710,000 94,710,000 6,195,000 88,515,000

　区画整理事業施行者である
都市再生機構発注の造成工事
などの先行工事が遅延したこ
とにより、本工事の年度内完
成が困難となった。

新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２３－４工区）

30,135,000 30,135,000 30,135,000

　区画整理事業施行者である
都市再生機構発注の造成工事
などの先行工事が遅延したこ
とにより、本工事の年度内完
成が困難となった。

運動公園周辺地区配水管拡張工事
（Ｈ２３－２工区）

48,300,000 48,300,000 12,305,000 35,995,000

　区画整理事業施行者である
千葉県発注の造成工事などの
先行工事が遅延したことによ
り、本工事の年度内完成が困
難となった。

240,135,000 240,135,000 66,990,000 18,500,000 154,645,000

説　　明

つくば
エクス
プレス
沿線整
備事業
費

合 計

平成２３年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事　　　　業　　　　名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

不 用 額

翌年度繰越額
に係る繰越しを
要 す る た な 卸
資産の購入限
度 額



報告第  １４  号  
 
 
   継続費繰越計算書について  
 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第

１項の規定により、水道事業会計の継続費繰越額の使用に関する計画に

ついて水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告する。  
  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



当年度損益勘
定 留 保 資 金 企 業 債

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
１資本的
　支出

１建設改
　良費

既設浄水場更
新事業（江戸
川台）

1,919,135,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

平成２３年度流山市水道事業会計継続費繰越計算書

款 項 事業名
継　続　費
の　総　額

平成２３年度継続費予算現額

支 払 義 務
発 生 額

残　　額
翌 年 度
逓 次
繰 越 額

翌年度逓次繰越額に係
る 財 源 内 訳

翌年度逓次
繰越額に係
る繰越を要
するたな卸
資産の購入
限 度 額

予算計上額
前 年 度
逓 次
繰 越 額

計



報告第  １５  号  
 
 
   流山市障害者計画の変更について  
 流山市障害者計画を別冊のとおり変更したので、障害者基本法（昭和

４５年法律第８４号）第１１条第９項において準用する同条第８項の規

定により報告する。  
平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



報告第  １６  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  平成２４年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車による物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年２月１５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 故 名  土木部道路管理課職員が運転する公用車と相手  

方車両との交差点における接触による物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２３年１２月６日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市南流山１丁目１０番１地先  

４  事 故 の 相 手 方  ○○○○○○○○○○○○  

           ○○  ○○  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年２月１５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額４９０，６０８円のうち、  

           ４９，０６１円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ４９，０６１円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年２月２４日  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 故 名  環境部環境政策課職員が運転する公用車（市が  

賃借している自動車）が市役所庁舎に衝突した  

ことによる当該自動車の物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２３年１２月１３日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市平和台１丁目１番１地先  

４  事 故 車  所有者  東京都港区芝五丁目３４番７号  

               三菱オートリース株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年２月２４日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額５１０，１２２円のうち、全額  

を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ５１０，１２２円  





専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年３月１６日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 故 名  土木部道路管理課職員が運転する公用車が相手  

方の郵便受けボックスと接触したことによる物  

損事故  

２  事故発生年月 日  平成２３年９月２日  

３  事 故 発 生 場 所  ○○○○○○○○○○○○  

４  事 故 の 相 手 方  ○○○○○○○○○○○○  

○○  ○○  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年３月１６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額１６８，３８９円のうち、全額

を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １６８，３８９円  



専  決  処  分  書  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年３月２６日  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 故 名  健 康 福 祉 部 健 康 増 進 課 職 員 が 運 転 す る 公 用 車

（市が賃借している自動車）が電柱に衝突した

ことによる当該自動車の物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２４年３月２２日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市後平井８６番１地先  

４  事 故 車  所有者  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年３月２６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額５５，１２５円のうち、全額を  

市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ５５，１２５円  

 



専  決  処  分  書  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び２の

規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年３月２９日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 故 名  健 康 福 祉 部 社 会 福祉 課 職 員 が 運 転 する 公 用 車 

（市が貸借している自動車）が公道に設置され

ている街路灯に衝突したことによる当該自動車

の物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２３年１２月１５日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市松ケ丘２丁目３３６番７地先  

４  事 故 車  所有者  東京都港区芝浦一丁目２番１号  

               日本カーソリューションズ株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年３月２９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額１９１，４３６円のうち、全額  

を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １９１，４３６円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年４月３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 故 名  ＰＦＩ事業者の職員が運転する公用車（市が賃  

借している自動車）と相手方自動車との接触に  

よる物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２４年１月１０日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市西初石５丁目６５番１地先  

４  事 故 車  所有者  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年４月３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額１８８，１３９円のうち、全額

を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １８８，１３９円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年４月６日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 故 名  ＰＦＩ事業者の職員が運転する公用車（市が賃  

借している自動車）と相手方自動車が衝突した  

ことによる物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２４年１月１０日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市西初石５丁目６５番１地先  

４  事 故 の 相 手 方  所有者  ○○○○○○○○○○○○  

               ○○○○○○○○  

○○  ○○  

使用者  ○○○○○○○○○○○○  

               ○○○○○○○○  

○○  ○○  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年４月６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額１２１，９９４円のうち、  

           １２，１９９円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １２，１９９円  

 



報告第  １７  号  

 

 

専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  平成２４年６月７日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  豪雨による市道の冠水に起因する物損事故に係る和解及び損

害賠償の額の決定について専決処分したので、報告するためで

ある。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成２４年１月５日  

 

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 故 名  豪雨による市道の冠水に起因し、車両が水没し  

たことによる物損事故  

２  事故発生年月 日  平成２３年８月２６日  

３  事 故 発 生 場 所  流山市江戸川台東３丁目６番２地先  

           （市道  江戸川台東２号補助幹線）  

４  事 故 の 相 手 方  ○○○○○○○○○○○○  

           ○○  ○○  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月 日  平成２４年１月５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の被害額１，２２０，０００円のうち、  

           ６１０，０００円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ６１０，０００円  
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